
　宜野座村長　殿

（別紙3）

記

　宜野座村「キラリ☆ぎの座」認定土産品に申請するにあたり、下記の事項を誓約し、必ず履行することを

誓います。

6．宜野座村「キラリ☆ぎの座」認定土産品に認定後、申請書に記載した内容に相違があることが判明した

場合は、認定を取り消されても異存ありません。

2．認定品の計画的な生産、製造、及び適正な保管・流通体制の整備に努めます。

3.　認定品の品質、流通、販売等において、事故等の問題が生じたときは、当方がその責任を負います。

4．第三者から産業財産権等の権利侵害の申出があったときは、当方がこれに対応し、当方の責任及び負

担により解決します。

　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者名）

1．生産、製造、又は販売等を通じて、認定品の情報発信を積極的に行い、宜野座村「キラリ☆ぎの座」認

定土産品ブランドのイメージの向上に繋げるよう努めます。

宣 誓 書

令和　　　年　　　月　　　　日

                               企業名

5．食品表示法・景品表示法・健康増進法・薬事法等関連法令を遵守し、関係行政機関等から指導等

を受けた場合は、速やかに改善します。

　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地


